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第 3回 連結の会計と税務 

（何故、企業集団の会計や税務が必要か） 
 

会計と経営のブラッシュアップ  

平成 26 年 10 月 13 日 
山内公認会計士事務所 

 
本レジュメは、企業会計基準及び次の各書を参考にさせていただいて作成した。(財務会計論ⅠⅡ 佐藤信彦外著 H23 年 4 月中央経済社発行) 
(ゼミナール現代会計入門第 9 版 伊藤邦雄著 H24.3 日本経済新聞社発行)(図解連結法人税早わかり 福薗健著 2011.4 中経出版発行) 
 

連結会計とは何か？ 企業集団を会計で表現し、財務を判断する。 
 支配従属関係にある 2 以上の企業を企業集

団として、単一の組織体と見る。 
 

Ⅰ 連結財務諸表 

１．連結財務諸表の目的 

企業集団とは支配従属関係にある法人格の異なる2以上の企業からなる経済

的実態である。これを単一の組織体とみなして、親会社が企業集団の経済活動

(財政状態、経営成績及び C/F の状況)を総合的に開示するものである。 

グループ外から見れば、グループ内の取引は単なる内部取引、製品等の移動

にすぎず、これらを相殺する必要がある。 

 

 
企業集団 

   

    

 親会社   連結 B/S 

 (支配会社)  → 連結 P/L 

 
↓ 

  連結 C/F 計算書 

   連結株主資本等変動計算書 

 子会社   連結財務明細表 

 従属会社    

 

その効果は、 

①親会社の株主は、子会社を含めた全体で企業集団を把握できるので適切

な投資判断等の意思決定ができる。（投資情報） 

②会社相互間の取引と残高が相殺消去されるので、一つの企業集団として

の財務の実態を把握できる。（企業実態把握） 

③企業グループ経営のための適切な意思決定が行える。（グループ経営） 

本レジュメはブラッシュアップ日迄にホームページに up してあります  

http://yamauchi-cpa.net/index.html   
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４．連結の範囲と会計処理方法の統一 
 

(1)連結の範囲 
 

 

(2)連結決算日 
 

連結は一年とし、年 1 回一定の日を連結決算日とする。(2010.4.1) 

中間決算日(2001.4.1)、四半期報告日(2008.4.1) 
 

(3)会計処理方法の統一 
 

同一環境下で行われた同一の性質の取引について、親会社及び子会社が採

用する会計処理の原則及び手続は統一する。 
 

５．連結貸借対照表 
 

(1)投資勘定と資本勘定の消去 
 

資本金(子) ×××  子会社株式(親) ××× 

剰余金(子) ×××    
 

(2)投資差額勘定(のれん)が生じる場合 
 

資本金(子) ×××  子会社株式(親) ×××  

剰余金(子) ×××  (のれん(親) ××× ) 

のれん(親) ×××     

① 投資消去差額の原因分析(公正価値評価) 

② 20 年以内の効果の及ぶ期間にわたって規則的に償却 
 

(3)債権と債務の相殺消去 
 

買掛金(子) ×××  売掛金(親) ××× 

借入金(子) ×××  貸付金(親) ××× 
 

(4)税効果会計に伴う繰延税金資産 
 

① 連結固有の一時差異税金の期間配分 

② 資本連結時の時価評価差額 

③ 未実現利益の消去等 
 

(5)持分法の適用 
 

① 連結財務諸表を作成する場合に適用する 

② 投資会社に帰属する資本及び損益の部分の変動に応じて修正する 

③ 非連結子法人及び関連会社に対する投資について適用する 

④ 持分会社における会計処理の原則等の統一 

⑤ のれんは投資に含めて処理する 
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６．資本連結の手続 

 

(1)全面時価評価法 
 

連結財務諸表に関する会計基準(2008.12)で、子会社資産、負債は少数株主

持分に相当する部分も含めてすべて支配獲得時に時価(公正価値)評価する

ものと一本化された。 

 

(2)支配獲得時の資本連結 
 

資本金 ×××  子会社株式(親) ××× 

利益剰余金 ×××  少数株主持分 ××× 

評価差額(少) ×××    

のれん(親) ×××    

 

少数株主損益 ×××  少数株主持分 ××× 

のれん償却 ×××  のれん ××× 

 

(3)子会社株式の追加取得 
 

少数株主持分 ×××  親会社持分 ××× 

     

親会社持分 ×××  投資 ××× 

のれん ×××    

 

(4)子会社株式の一部売却 
 

少数株主損益 ×××  少数株主持分 ××× 

のれん償却 ×××  のれん ××× 

     

 

７．連結損益計算書 

 

(1)連結会社間の取引高の相殺消去 

 

(2)未実現利益の消去 

 

(3)のれんの償却 

 

(4)税効果会計の適用 

 

(5)少数株主損益の計上
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８．セグメント情報の開示 

 

(1)連結決算と合算 
 

 

 

 

(2)マネジメント・アプローチ 
 

 

 

 

９．中間、四半期、連結財務諸表 

 

(1)中間連結財務諸表と四半期連結財務諸表 
 

 

 

 

(2)実績主義と予測主義 
 

 

 

 

10．株式持ち合い 

 

議決権の所有割合＝ 
所有する議決権の数  

行使しうる議決権の総数 ※ 

 

※自己株式と持ち合い株式(相互持ち合いによりお互いに 25％超の株式を

保有している場合に限る)は(会社法 308 条、規則 67 条)、控除して連結

の範囲を計算する 
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Ⅱ 連結財務諸表に関する会計基準 

 

(1)設 定(平成 20 年 12 月 26 日 ASBJ) 
 

連結財務諸表は、支配従属関係にある 2 つ以上の企業からなる集団(企業集

団)を単一の組織体とみなして、親会社が当該企業集団の財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況を総合的に報告するために作成するもの

である。 

 
(2)親会社説（日 本） 
 

単一の支配下にある企業集団全体の資産・負債と収益・費用を連結財務諸

表に表示するとともに、資本に関しては、連結財務諸表の延長線上に位置

づけて、親会社の株主の持分のみを反映させる考え方をいう。 

 

(3)経済的単一体説（IFRS） 
 

企業集団は親会社と少数株主がともに支配しているものであり、連結財務

諸表は双方のために作成されるべきとする考え方である。少数株主持分は

企業集団の内部者とされ、少数株主持分は計上されず資本に含まれ、少数

株主損益は連結損益計算書上、税金等調整前当期純損益に含まれる。 

 

(4)親会社 
 

他の企業の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(意思決定機関)を

支配している企業をいい、子会社とは、当該他の企業をいう。 

親会社及び子会社又は子会社が、他の企業の意思決定機関を支配している

場合における当該他の企業もその親会社の子会社とみなす。 

①他の企業の議決権の過半数を自己の計算において所有している企業 

②他の企業の議決権の 40%以上を自己の計算において所有している企業で

あって、次のいずれかの要件に該当する企業 

(イ)自己の議決権と自己と同一の議決権を行使すると認められる者等の議

決権を合わせて、他の企業の議決権の過半数を占めること 

(ロ)他の企業の意思決定に影響を与える者が、当該他の企業の意思決定機

関の構成員の過半数を占めていること 

(ハ)他の企業の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約

等が存在すること 

(ニ)他の企業の資金調達額の総額の過半について融資を行っていること 

(自己と緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総

額の過半となる場合を含む) 
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(ホ)その他、他の企業の意思決定機関を支配していることが推測される事

実が存在すること 

③自己の議決権(議決権を有しない場合を含む)と、緊密な関係があること

により自己と同一の議決権を行使すると認められる者等の議決権を含め

て、他の企業の議決権の過半数を占めている企業であって、かつ、上記

②(ロ)～(ニ)のいずれかの要件に該当する企業 

 
(5)非連結子会社 
 

投資家の判断を誤らせないために、連結の範囲からはずす。 

①支配が一時的と認められる会社（判断） 

②連結することで利害関係者の判断を著しく誤らせる恐れのある会社（判

断） 

③インフレが著しく進んでいる国の会社（判断） 

④投資家の判断に影響を与えない重要性の低い会社（コストベネフィット） 

 

尚、IFRS では、こうした連結除外の規定は設けられていない。 
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（公認会計士試験論文式財務諸表論 第 5 版 石井和人著から） 
（同書を読んで検討して下さい） 

 
  

 問題１ （102）  
  
問１ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の

取扱い」によると、在外子会社の財務諸表が、国際財務報告基準又は

米国会計基準に準拠して作成されている場合には、当面の間、それら

を連結決算手続上利用することができるが、その場合であっても、特

定の項目については、連結決算手続上、当期純利益が適切に計上され

るよう当該在外子会社の会計処理を修正しなければならいとされて

いる。この特定の項目は、国際財務報告基準又は米国会計基準に準拠

した会計処理が、我が国の会計基準に共通する考え方と乖離している

ものをいうが、「我が国の会計基準に共通する考え方」を述べ、この

特定の項目の一つである「のれんの償却」についてどのような修正を

行うべきか述べなさい。 
問２  連結財務諸表に関する会計基準によると、連結損益計算書における

純損益計算の区分の中に、新たに少数株主損益調整前当期純利益を表

示することとされている。連結基礎概念及び国際的な会計基準と関連

させてその理由を述べなさい。 
  

 
１．我が国の会計基準に共通する考え方とは、連結財務諸表上当期利益が適切

に計上されない恐れがある場合をいい、6 項目についてはその場合には会計

処理を修正する必要がある。 
 ①のれんの償却、②退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理、③

研究開発費の支出時費用処理、④投資不動産の時価評価及び固定資産の再評

価、⑤会計方針の変更に伴う財務諸表の遡及修正、⑥少数株主損益の会計処

理がある。 
 ①我が国の会計基準では、のれんは規則的に償却するものとされているが、

IFRS および米国の会計基準においては、のれんは償却計算を行わず、最低

年１回の減損テストを実施するとされている。のれんの償却の有無は、損益

に及ぼす影響が大きいと考えられ、IFRS 等の基準処理を我が国の会計基準

に従った処理に修正することが求められる。 
２．我が国の会計基準は親会社説に基づき作成され、連結当期純利益は親会社

の株主持分のみが示される。 
 国際的な会計基準は、経済的単一説であるための連結当期純利益には少数株

主持分も含まれる。 
 両者の比較を明らかにするため新たに表示することとした。 
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 問題２ （110）  
  
問１  子会社の判定基準としての(1)持株基準の意義を述べ、あわせて、(2)

持株基準の長所及び短所について説明しなさい。 
問２ 現行の制度会計においては、財務諸表等規則及び連結財務諸表規則

の規定により、関連当事者との取引に関して注記しなければならない

こととされている。関連当事者との取引の意義を述べた上で、関連当

事者との取引はなぜ注記しなければならないのか、その理由を述べな

さい。 
  

 
 

  
 〈基本問題〉   
  
１．連結財務諸表に関する会計基準に基づき、「他の企業の意思決定機関を

支配している企業」とは、どのような企業をいうのか述べなさい。 
２．持分法に関する会計基準に基づき、「子会社以外の他の企業の財務及び

営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場

合」とは、どのような場合をいうのか述べなさい。 
３．持分法の適用範囲について述べなさい。 
 

 
１． (1)持株基準とは直接・間接に議決権の過半数を所有しているかどうかに   

 より子会社を判定する基準である。 
(2)数量を基準ということでの客観性はあるが、持株比率を変動させ連結 
 の範囲を恣意的に操作する余地がある。 

２． 関連当事者との取引は、対価の有無にかかわらず、対等な立場で行われて

いるとは限らず、会社と関連当事者との取引が財務諸表に与えている影響

を財務諸表利用者が把握できるように、適切な情報を提供するために関連

当事者との取引に関する注記が必要とされている。 
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Ⅲ 関連当事者の開示に関する会計基準 
 

 

重要定義のチェック 

 

(1)設 定（平成 18 年 10 月 17 日 ASBJ） 
 

財務諸表の注記事項として関連当事者の開示について、その内容を定めるこ

とを目的とする。 
 

(2)必要性 
 

会社と関連当事者との取引は、会社と役員との取引を含め、対等な立場で行

われているとは限らず、会社の財政状態や経営成績に影響を及ぼすことがあ

る。これらが、与えている影響を財務諸表利用者が把握できるように、適切

な情報を提供する。 
 

(3)関連当事者との取引 
 

会社と関連当事者との取引をいい、対価の有無にかかわらず、資源若しくは

債務の移転、又は役務の提供をいう。 
 
(4)関連当事者 
 

ある当事者が他の当事者を支配しているか、又は、他の当事者と財務上及び

業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等をい

い、①親会社、②子会社、③財務諸表作成会社と同一の親会社をもつ会社、

④財務諸表作成会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会

社（「その他の関係会社」）並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社、

⑤関連会社及び当該関連会社の子会社、⑥財務諸表作成会社の主要株主及び

その近親者、⑦財務諸表作成会社の役員及びその近親者、⑧親会社の役員及

びその近親者、⑨重要な子会社の役員及びその近親者、⑩⑥から⑨に揚げる

者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会

社、⑪従業員のための企業年金をいう。 
 
(5)主要株主  
 

保有態様を勘案した上で、自己又は他人の名義をもって総株主の議決権の

10％以上を保有している株主をいう。 
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(6)役員  
 

取締役、会計参与、監査役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。 
 
(7)近親者  
 

二親等以内の親族（配偶者、父母、兄弟、姉妹、祖父母、子、孫及び配偶者

の父母、兄弟、姉妹、祖父母並びに兄弟、姉妹、子、孫の配偶者）をいう。 
 

(8)図 解 
 

 
 
(9)開示内容 
 

① 取引の範囲 
・重要な取引を開示対象とする 
・連結会社と関連当事者と関連当事者との取引(相殺消去後) 
・一般競争入札による取引、預金利息、配当受取り、役員報酬等は除く 
 

② 取引等の内容 
・関連当事者の概要 
・関連当事者との関係 
・取引の内容 
・取引会社と期末残高 
・取引条件とその決定方針、取引条件の変更 
・貸倒懸念債権等 

 

 
 
































































